
定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定書

名寄市及び士別市（以下「甲」という。）と西興部村（以下「乙」という。）は、平

成 23 年９月 30 日に締結した定住自立圏の形成に関する協定（以下「原協定」とい

う。）の一部を変更する協定を次のとおり締結し、平成31 年４月１日から適用する。

原協定別表第１中３ 教育の表を次のように改める。

３ 教育

原協定別表第２中「２ 地域内外の住民との交流・移住促進」を「３ 地域内外の住民

との交流・移住促進」に改める。原協定別表第２に次のように加える。

４ 圏域生活基盤維持対策

生涯学習機会の充

実

取組の内容 圏域住民の生涯学習機会の充実を図る

ため、公共施設の有効活用及び各公共施

設等で実施する講演、イベントや大会等

の充実並びに圏域住民への情報提供を促

進する。

甲の役割 乙と連携して公共施設の相互利用を促

進するとともに、生涯学習機会の充実と

圏域内の情報を相互に交換し、甲の住民

への周知を図る。

乙の役割 甲と連携して公共施設の相互利用を促

進するとともに、生涯学習機会の充実と

圏域内の情報を相互に交換し、乙の住民

への周知を図る。

物流網効率化の推

進

取組の内容 積雪、広域分散型などの地域特性、片

荷輸送の問題及びドライバー不足等によ

り輸送コストの上昇や物流網そのものの

維持が困難になってくることも考えられ

ることから、物流網の効率化に向けた取

組を行う。

甲の役割 乙及び関係機関・団体と連携して圏域



原協定別表第２中１ 地域公共交通の表の次に次のように加える。

２ 道路等の交通インフラの整備

この協定の締結を証するため、本書３通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通

を保有する。

平成30 年12 月 21 日
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名寄市

名寄市長 加 藤 剛 士

士別市東６条４丁目１番地

士別市

士別市長 牧 野 勇 司

乙 紋別郡西興部村字西興部 100 番地

西興部村

西興部村長 菊 池 博

の物流網の効率化に向けた取組を行う。

乙の役割 甲と連携して各自治体において物流網

の効率化に向けた取組を行う。

交通ネットワーク

の形成

取組の内容 圏域内の利便性の向上や医療・経済等

の圏域拡大に向け、効率的な交通ネット

ワークの形成に向けた取組を推進する。

甲の役割 乙及び関係市町村と連携して、北海道

縦貫自動車道や圏域市町村を結ぶ国道・

道道などの幹線道路網の整備、ＪＲ宗谷

本線の高速化などの促進に向けた取組に

おいて、中心的な役割を担う。

乙の役割 甲及び関係市町村と連携して、圏域の

効率的な交通ネットワークの形成に向け

た取組を推進する。


